
日本合板商業組合 民法改正 

「民法改正」 2020 年 4 月 1 日施行 

 

2020 年 4 月 1 日から施行されます。現行の「瑕疵担保責任」が「契約不適合責任」に転換される 

ただし、改正前に行われた不動産売買契約では、改正前の瑕疵担保責任の制度が適用され、 

改正後に行われた不動産売買契約では、契約不適合責任の制度が適用される。 

不動産・宅建分野においては対応が複雑になる可能性が示唆されている今回の民法改正 

民法が変わるこのタイミングで、全国の消費者事業社は、メンテナンスサポートの対応方法から契約時の書面等様々

な内容について対応が求められています。 

特に受注に直結するメンテナンス部分については、今後のストック産業の兼ね合いもあり多くの事業社が 

遅くとも 2020 年 2 月頃までに対応をしようと目標を掲げて対応している最中です。 

 

POINT は 20 年経過後も責任を問われる可能性があるということ 

請負人の瑕疵担保責任を定めた現行民法 634 条➡削除 

｢仕事の目的物に瑕疵があるとき｣という要件が条文上消滅 

 ※改正民法 634 条は出来高請求権を定めた規定として新設 

 

改正民法では、売買契約に関する規定である買主の追完請求権の規定（改正民法 562 条）を請負契約に準用する（改

正民法 566 条）請負契約固有の瑕疵担保責任に関する条項は消滅 

改正民法 562 条 1 項「瑕疵」という扱いが「契約不適合」に変わる法律です。 

 「引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるときは、 

買主は、売主に対し、目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を 

請求することができる。ただし、売主は、買主に不相当な負担を課するものでないときは、 

買主が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。」 

 

 

 



 

改正民法には、他の法律と同様に、施行より前に成立し施行後も存続する法律関係につき施行の前後を通じて改正

前後のいずれの法律を適用するのかという、 

法令の適用関係を定めるルールである経過措置が設けられています。 

 

 

 


